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高知市教育振興基本計画策定委員会条例 

 

（設置） 

第１条 高知市教育振興基本計画（教育基本法（平成18年法律第120号）第17条第２項の規定

に基づき策定される本市における教育の振興のための施策に関する基本的な計画をいう。以下

同じ。）の策定に関して調査及び審議を行うため，高知市教育振興基本計画策定委員会（以下

「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は，次に掲げる事項について調査及び審議を行うものとする。 

⑴ 高知市教育振興基本計画の策定に関する事項 

⑵ 前号に掲げるもののほか，高知市教育振興基本計画の策定について教育委員会が必要と認

める事項 

（組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する委員15人以内をも

って組織する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 高知市立学校に在籍する児童又は生徒の保護者 

⑶ 教育関係者 

⑷ 前３号に掲げる者のほか，教育委員会が適当と認める者 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に，委員長及び副委員長１人を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長が欠けたときは，その

職務を行う。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は，委嘱又は任命の日から委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとす

る。 

２ 委員は，再任されることができる。 

３ 委員が委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は，委員を辞したものとみな

す。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は，委員長が必要に応じて招集し，委員長が議長となる。 

（ワーキンググループ） 

第７条 委員会の会議に提案する事項について調査及び審議を行うため，委員会にワーキンググ

ループを置くことができる。 

２ ワーキンググループのメンバー（以下「メンバー」という。）は，本市教育委員会事務局職

員のうちから教育委員会が任命する。 

３ メンバーの任期は，委員会の会議に提案する事項に係る調査及び審議が終了するまでの間と

する。 

４ ワーキンググループにグループ長を置き，メンバーの互選によりこれを定める。 

５ グループ長は，ワーキンググループの事務を掌理する。 

６ グループ長に事故があるとき，又はグループ長が欠けたときは，あらかじめグループ長が指

名したメンバーが，その職務を行う。 
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（資料提供その他の協力等） 

第８条 委員会は，その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは，関係部局その他の

者に対し，資料の提出，意見の表明，説明その他必要な協力を求めることができる。 

（守秘義務） 

第９条 委員及びメンバーは，その職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた

後も同様とする。 

（庶務） 

第10条 委員会の庶務は，教育委員会事務局において処理する。 

（その他） 

第11条 この条例に定めるもののほか，委員会の運営について必要な事項は，委員長が委員会

に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

２ この条例の施行の日以後最初に開催される委員会の会議は，第６条の規定にかかわらず，教

育委員会が招集するものとする。 
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令和２年度高知市教育振興基本計画策定委員会 委員名簿 

 

(五十音順) 

任期 令和２年６月 29日～令和３年３月 31日まで 

  
 氏名 所属団体･役職名等  

１ 上田 佳代 高知市立かがみ幼稚園 園長  

２ 内田 智己 高知市立城北中学校 教頭  

３ 鍵本 治彦 高知市立泉野小学校 教頭  

４ 西原知佐子 
高知市人権教育研究協議会 副会長   

高知市立朝倉第二小学校 校長      
 

５ 坂本 美紀 高知市立潮江中学校 学校事務企画調整室 事務長  

６ 澤本 光男 高知市立南海中学校 校長  

７ 清水 隆人 高知市立高知特別支援学校 校長  

８ 竹村  晃 高知商業高等学校 副校長  

９ 西本 壽香 高知市立旭東小学校 校長 副委員長 

10 前田 修一 高知市小中学校ＰＴＡ連合会 会長  

11 柳林 信彦 
高知大学教育研究部 人文社会科学系 教育学部門 教授 

高知大学 教職実践高度化専攻 専攻長 
委員長 

12 山中 文恵 
不登校対策アドバイザー 

元小学校長 
 

13 山本 和正 土佐山夢づくりの会 代表  

14 横田 妙子 
学力向上推進員  

元小学校長 
 

15 横田 千穂 
高知市立城北中学校 教諭 

元教育研究所 教育相談班 班長 
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